
福島労働局では、雇用環境・均等室に

開設期間：令和元年９月２日(月)～令和２年３月３１日(火)

働く方も、企業のご担当者様もご相談下さい！

令和２年４月１日施行

中小企業は令和３年４月1日適用



福島労働局 雇用環境・均等室

〒 960 – 8021

福島県福島市霞町1-46

福島合同庁舎５階

TEL： 024-536-4609

受付時間 平日 8：30 ～ 17：15

パートタイム・有期雇用労働法に関するお問い合わせは下記まで


